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１，２年生保護者の皆様
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令和５年３月 13 日以降のマスク着用について

（ お 知 ら せ ）

 春陽の候，保護者の皆様におかれましては，益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。また，日頃

より，新型コロナウイルス感染拡大防止にご理解とご協力をいただき，感謝いたしております。

 さて，厚生労働省では，３月 13日以降のマスク着用の考え方が見直しされ，広島県においても２

月 21日付けで対処方針の改正が行われました。これに基づき，新聞等の報道にもあるように，令和

５年３月 13日以降のマスク着用は，個人の主体的選択を尊重する（ＴＰＯに併せて判断）とされて

います。

 学校におけるこれらの対応は，令和５年４月１日から適用することとされていますので，令和５

年３月 31日までの年度内における卒業式以外の学校教育活動においては，従来どおり，文部科学省

から示されている「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル～『学校

の新しい生活様式』～（2022.4.1 Ver.８）」の「レベル１」の行動基準により，感染拡大防止対策を

引き続き行って参ります。

 このことについて，ご理解とご協力をお願いいたします。なお，４月１日以降の対応については，

改めてお知らせをします。


